
新 旧 対 照 表
相楽都市計画 地区計画の変更（木津川市決定）

相楽都市計画木津川台地区計画を次のように変更する。

名 称 木津川台地区計画

位 置
京都府木津川市木津川台１丁目、木津川台２丁目、木津川台３丁目、木津川台４丁目、木津川台５丁目、

木津川台６丁目、木津川台７丁目及び木津川台８丁目の全部、並びに木津川台９丁目の一部

面 積 約１３０．２ｈａ

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地区計画

の目標

本地区は関西文化学術研究都市の中心地区として、既に独立行政法人都市再生機構の土地区画整理事業

及び民間開発業者の開発行為が進められている「精華・西木津地区」に位置している。地区計画を定める

ことにより、環境の保全を図りつつ、地域の歴史・文化的条件、自然的条件等に配慮して文化学術研究施

設、公共施設、公益的施設、住宅施設等の一体的整備を図り、本地区にふさわしいアカデミックでうるお

いのある街へと発展させることを目標とする。

土地利用

の方針

土地利用は、周辺地区の土地利用との調和に配慮するほか、地区内の緑の確保と本都市にふさわしい景

観の形成に努め、良好な研究・生活環境の形成を図るものとする。また、水文環境の保全に努めるものと

する。

土地利用の構成としては、都市計画道路四ツ池幹線、山手幹線及び補助幹線道路を骨格として、文化学

術研究施設用地、戸建専用住宅地を主体に、近隣商業施設用地等と均衡ある土地利用の実現を図る。

１．文化学術研究ゾーン

主として文化学術研究施設の集積、研究開発型産業、文化学術研究活動を支援する産業の立地を

図り、地区内の緑の保全及びオープンスペースの適切な確保を図る。特に敷地外周部に充分な緑地

帯（樹木、芝、池等）を設ける。

２．住宅地ゾーン

主として文化学術研究都市にふさわしい人間性豊かで快適な居住空間を確保するため、既成市街

地との関連、周辺及び地区内の樹木等の保全に配慮した良好な計画的住宅地の整備を図る。文化学

術研究ゾーンに面する道路沿いには、文化学術研究施設とも調和・融合を図り、また沿道サービス

機能も兼ねそなえた土地利用を誘導する。

３．文教厚生ゾーン

地域における教育福祉環境の向上を図るため、中学校、小学校、幼稚園、保育所等を計画的に整

備する。

４．近隣センターゾーン

地区住民並びに周辺住民の利便とコミュニティ機能をもつ健全な近隣センターを計画的に整備す

る。コミュニティ施設にあっては、地区の中心にふさわしいコミュニティ機能、都市的サービス機

能、その他の機能の集積を図り、賑わいのある地区として、計画的に整備する。

地区施設

の整備方

針

本地区には、都市計画道路として、山手幹線、四ツ池幹線等があり、これらを骨格とした土地利用が図

られるよう、さらに補助幹線道路及び区画道路並びにボンエルフ道路、公園を適正配置し整備保全する。

建築物等

の整備方

針

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は美観、風致等を良好に保ち、周辺

の山並み、緑と調和するよう形態・色彩又は装飾について配慮するものとする。

地区界沿いに残存する緑地は、学術研究施設等の建設に当たり丘陵山麓部等の自然環境の保全を図り、

あわせて市街地からの里山景観の確保に配慮するため、極力その地形及び緑地の維持・保全に努める。

１．文化学術研究ゾーン

・隣地及び周辺と調和する景観形成のため、緑と調和した色彩、景観阻害となる建築設備、屋外広

告物、屋根勾配等を充分に考慮した整備を進める。

・各々の施設の先端性を表現する個性豊かなデザインが発揮されるよう図る。

・公共空間である道路、公園と私的空間である建築物の敷地が有機的に調和し、緑豊かで開放的な

沿道景観を形成するため、道路等からの壁面後退を定め、街区及び地区との調和を図った建築物

の整備を進める。

２．住宅地ゾーン

・緑豊かな高水準な景観形成のため、壁面の後退、生垣等による敷地内緑化及び景観阻害となる建

築設備、屋外広告物等充分考慮した整備を進める。

・集合住宅地にあっては、隣接する近隣センターゾーンとの調和を図るとともに、沿道景観に変化

を与える高さ、配置、デザイン等の創出に努める。あわせて、近隣公園との連続性をもった開放

的な緑空間の確保にも努める。

３．文教厚生ゾーン

・隣地及び周辺と調和する景観形成を図るとともに、周辺の住宅環境を配慮した建築物の整備を進

める。

４．近隣センターゾーン

・周辺市街地を含め、地区全体の景観形成との調和を図った建築物の整備を進める。

・コミュニティ施設にあっては、地区全体の景観形成との調和を図りつつ、街区全体でシンボリッ

クで親しみやすい都市的景観形成を図り、常時人々の交流の場となる開放的な建築空間の誘導整

備とともに、美しい夜景を構成するような立面を持つ建築物整備を誘導する。

名 称 木津川台地区計画

位 置
京都府木津川市木津川台１丁目、木津川台２丁目、木津川台３丁目、木津川台４丁目、木津川台５丁目、

木津川台６丁目、木津川台７丁目及び木津川台８丁目の全部、並びに木津川台９丁目の一部

面 積 約１３０．２ｈａ

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針

地区計画

の目標

本地区は関西文化学術研究都市の中心地区として、既に独立行政法人都市再生機構の土地区画整理事業

及び民間開発業者の開発行為が進められている「精華・西木津地区」に位置している。地区計画を定める

ことにより、環境の保全を図りつつ、地域の歴史・文化的条件、自然的条件等に配慮して文化学術研究施

設、公共施設、公益的施設、住宅施設等の一体的整備を図り、本地区にふさわしいアカデミックでうるお

いのある街へと発展させることを目標とする。

土地利用

の方針

土地利用は、周辺地区の土地利用との調和に配慮するほか、地区内の緑の確保と本都市にふさわしい景

観の形成に努め、良好な研究・生活環境の形成を図るものとする。また、水文環境の保全に努めるものと

する。

土地利用の構成としては、都市計画道路四ツ池幹線、山手幹線及び補助幹線道路を骨格として、文化学

術研究施設用地、戸建専用住宅地を主体に、近隣商業施設用地等と均衡ある土地利用の実現を図る。

１．文化学術研究ゾーン

主として文化学術研究施設の集積、研究開発型産業、文化学術研究活動を支援する産業の立地を

図り、地区内の緑の保全及びオープンスペースの適切な確保を図る。特に敷地外周部に充分な緑地

帯（樹木、芝、池等）を設ける。

２．住宅地ゾーン

主として文化学術研究都市にふさわしい人間性豊かで快適な居住空間を確保するため、既成市街

地との関連、周辺及び地区内の樹木等の保全に配慮した良好な計画的住宅地の整備を図る。文化学

術研究ゾーンに面する道路沿いには、文化学術研究施設とも調和・融合を図り、また沿道サービス

機能も兼ねそなえた土地利用を誘導する。

３．文教厚生ゾーン

地域における教育福祉環境の向上を図るため、中学校、小学校、幼稚園、保育所等を計画的に整

備する。

４．近隣センターゾーン

地区住民並びに周辺住民の利便とコミュニティ機能をもつ健全な近隣センターを計画的に整備す

る。コミュニティ施設にあっては、地区の中心にふさわしいコミュニティ機能、都市的サービス機

能、その他の機能の集積を図り、賑わいのある地区として、計画的に整備する。

地区施設

の整備方

針

本地区には、都市計画道路として、山手幹線、四ツ池幹線等があり、これらを骨格とした土地利用が図

られるよう、さらに補助幹線道路及び区画道路並びにボンエルフ道路、公園を適正配置し整備保全する。

建築物等

の整備方

針

建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分及び屋外広告物は美観、風致等を良好に保ち、周辺

の山並み、緑と調和するよう形態・色彩又は装飾について配慮するものとする。

地区界沿いに残存する緑地は、学術研究施設等の建設に当たり丘陵山麓部等の自然環境の保全を図り、

あわせて市街地からの里山景観の確保に配慮するため、極力その地形及び緑地の維持・保全に努める。

１．文化学術研究ゾーン

・隣地及び周辺と調和する景観形成のため、緑と調和した色彩、景観阻害となる建築設備、屋外広

告物、屋根勾配等を充分に考慮した整備を進める。

・各々の施設の先端性を表現する個性豊かなデザインが発揮されるよう図る。

・公共空間である道路、公園と私的空間である建築物の敷地が有機的に調和し、緑豊かで開放的な

沿道景観を形成するため、道路等からの壁面後退を定め、街区及び地区との調和を図った建築物

の整備を進める。

２．住宅地ゾーン

・緑豊かな高水準な景観形成のため、壁面の後退、生垣等による敷地内緑化及び景観阻害となる建

築設備、屋外広告物等充分考慮した整備を進める。

・集合住宅地にあっては、隣接する近隣センターゾーンとの調和を図るとともに、沿道景観に変化

を与える高さ、配置、デザイン等の創出に努める。あわせて、近隣公園との連続性をもった開放

的な緑空間の確保にも努める。

３．文教厚生ゾーン

・隣地及び周辺と調和する景観形成を図るとともに、周辺の住宅環境を配慮した建築物の整備を進

める。

４．近隣センターゾーン

・周辺市街地を含め、地区全体の景観形成との調和を図った建築物の整備を進める。

・コミュニティ施設にあっては、地区全体の景観形成との調和を図りつつ、街区全体でシンボリッ

クで親しみやすい都市的景観形成を図り、常時人々の交流の場となる開放的な建築空間の誘導整

備とともに、美しい夜景を構成するような立面を持つ建築物整備を誘導する。

（現地区計画） （変更案）



木津川台地区整備計画

地

区

整

備

計

画

地区の

区分
名 称 住宅地ゾーン（Ａ） 住宅地ゾーン（Ｂ） 住宅地ゾーン（Ｃ） 住宅地ゾーン（Ｄ） 文教厚生ゾーン（Ｇ） 文教厚生ゾーン（Ｈ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｅ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｆ） 文化学術研究ゾーン

面 積 約５７．５ｈａ 約 ４．２ｈａ 約 ３．２ｈａ 約 ６．７ｈａ 約１０．３ｈａ 約３．４ｈａ 約 ３．１ｈａ 約 ３．５ｈａ 約３８．３ｈａ

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等

の用途の

制限

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物。

１ 戸建専用住宅

２ 戸建住宅で、延

べ面積の２分の１

以上を居住の用に

供し、かつ、建築

基準法施行令第

130 条の３で定め

る用途を兼ねるも

の（これらの用途

に供する部分の床

面積の合計が50平

方メートルをこえ

るものを除く。）

３ 戸建住宅で、診

療所（患者の収容

施設を有するもの

を除く。）の用途を

兼ねるもの

４ 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する公益

上必要な建築物

で、建築基準法施

行令第 130 条の４

で定めるもの

５ 集会所

６ 前各項の建築物

に附属するもの

（畜舎を除く。）

建築してはならな

い建築物。

１ 共同住宅、寄宿

舎、下宿

２ 幼稚園、小学校、

中学校、高等学校

３ 大学、高等専門

学校、専修学校、

各種学校

４ 神社、寺院、教

会、その他これら

に類するもの

５ 老人ホーム、身

体障害者福祉ホー

ム、老人福祉セン

ター、児童厚生施

設、保育所

６ 公衆浴場

７ 診療所（住宅と

の兼用で、患者の

収容施設を有さな

いものを除く。）

８ 病院

９ 店舗、飲食店、

事務所及び工場

（住宅との兼用は

除く。）

10 附属畜舎

11 単独自動車車庫

（50 平方メートル

以下は除く。）

建築してはならな

い建築物。

１ 神社、寺院、教

会、その他これら

に類するもの

２ 小学校、中学校、

高等学校

３ 図書館

４ 附属畜舎

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物。

１ 共同住宅

２ 併用共同住宅

で、次の各号の条

件をすべて満たす

もの

一 延べ面積の２

分の１以上を居

住の用に供する

もの

二 事務所、店舗、

その他これらに

類する用途に供

する部分が１階

以下にあるもの

三 事務所、店舗、

その他これらに

類する用途に供

する部分が 500

平方メートル未

満のもの

３ 集会所、その他

これに類するもの

４ 自動車車庫

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物。

１ 幼稚園、小学校、

中学校

２ 保育所

３ 前各項の建築物

に附属するもの

４ 都市公園法第２

条に定める公園施

設

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物。

１ 幼稚園、小学校、

中学校、高等学校

２ 各種学校（ただ

し、第１項の機能

に類する教育機関

に限る）

３ 保育所

４ 前各項の建築物

に附属するもの

建築してはならない建築物。

１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場外車券売場、その他こ

れらに類するもの

２ 自動車教習所

３ 15 平方メートルをこえる畜舎

４ 小学校、中学校、高等学校、大学、高等

専門学校

―

建築物の

延べ面積

の敷地面

積に対す

る割合の

最高限度

―

１０

―

１０

６

―

１０

― ― ― ― ― ―

建築物の

建築面積

の敷地面

積に対す

る割合の

最高限度

―

５

―

１０

４

―

１０

― ― ― ― ― ―

建築物の

敷地面積

の最低限

度

２００平方メートル ― ― ― ― ―
―

現 地 区 計 画



木津川台地区整備計画

地

区

整

備

計

画

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

名 称 住宅地ゾーン（Ａ） 住宅地ゾーン（Ｂ） 住宅地ゾーン（Ｃ） 住宅地ゾーン（Ｄ） 文教厚生ゾーン(Ｇ) 文教厚生ゾーン(Ｈ) 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｅ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｆ） 文化学術研究ゾーン

壁面の位

置の制限

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下

「外壁等」という。）の面から敷地境界線

までの距離は１メートル以上とする。

ただし、主たる道路に面する側にあって

は 1.5 メートル以上とする。

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、適用しない。

一 前項の距離に満たない部分の外壁等

の中心線の長さの合計が３メートル以

下であるとき

二 物置その他これらに類する用途に供

し、軒の高さが 2.3 メートル以下で、か

つ、床面積の合計が５平方メートル以内

であるとき

三 自動車車庫で軒の高さが 2.3 メート

ル以下であるとき
―

１ 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱（以下「外

壁等」という。）の面か

ら敷地境界線までの距

離は１メートル以上と

する。

ただし、主たる道路

に面する側にあっては

1.5 メートル以上とす

る。

２ 前項の規定は、次の

各号のいずれかに該当

する場合は、適用しな

い。

一 前項の距離に満た

ない部分の外壁等の

中心線の長さの合計

が３メートル以下で

あるとき

二 物置その他これら

に類する用途に供

し、軒の高さが 2.3

メートル以下で、か

つ、床面積の合計が

５平方メートル以内

であるとき

三 自動車車庫で軒の

高さが 2.3 メートル

以下であるとき

― ―

建築物の外壁又は

これに代わる柱の面

から敷地境界線まで

の距離は、１メート

ル以上とする。

建築物の外壁又は

これに代わる柱の面

から敷地境界線まで

の距離は、１メート

ル以上とする。

ただし、主たる道

路に面する側にあっ

ては 1.5 メートル以

上とする。

なお、地盤面下の

部分又は公共の用に

供する歩行者デッキ

等については、この

限りでない。

１ 建築物の外壁

又はこれに代わ

る柱の面から敷

地境界線までの

距離は、５メート

ル以上とする。

ただし、幅員 16

メートル以上の

道路に面する側

にあっては 10 メ

ートル以上とす

る。

２ 門の外面から道

路境界線までの距

離は、幅員 16メー

トル以上の道路に

あっては５メート

ル以上、その他の

道路にあっては３

メートル以上とす

る。

建築物等

の高さの

最高限度

― １０メートル ― ― ― ― ― ― ―

建築物等

の形態又

は意匠の

制限

（続く）

― ― ―

１ 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の色彩

は、周辺環境になじむ

色調とする。

２ 駐車場、駐輪場およ

び住宅の用に供する建

築物は周辺環境を配慮

した形状とし、建物と

の連続性と調和を図る

よう配慮する。

３ 敷地内に設置するこ

とができる広告物は木

津川市屋外広告物施

― ―

敷地内に設置することができる広告物

は、木津川市屋外広告物施行規則第７条に

定める基準に該当し、かつ、次の各号の条

件をすべて満たすものとする。

一 自己の事業に関するもの

二 美観風致を害さないもの

三 １事業所当たり、２箇所以内となる

こと

四 建築物の壁面より突出する広告物

は、高さ 10メートル以下の部分に限る

五 建築物の屋上又は屋根を利用しない

もの

敷地内に設置する

ことができる広告物

は、木津川市屋外広

告物施行規則第７条

に定める基準に該当

し、かつ、次の各号

の条件をすべて満た

すものとする。

一 自己の事業に

関するもの

二 美観風致を害

さないもの

三 １事業所当た

現 地 区 計 画



理 由

関西文化学術研究都市地区における都市機能を強化し、文化・教育環境の計画的な整備を図る観点から、外国人児童等を対象としたインターナショナルスクールの誘致を図る為に都市計画地区計画の変更

を行うものです。

地

区

整

備

計

画

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

名 称 住宅地ゾーン（Ａ） 住宅地ゾーン（Ｂ） 住宅地ゾーン（Ｃ） 住宅地ゾーン（Ｄ） 文教厚生ゾーン（Ｇ） 文教厚生ゾーン（Ｈ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｅ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｆ） 文化学術研究ゾーン

（続き） 行規則第７条に定

める基準に該当し、

かつ、次の各号の条

件をすべて満たす

ものとする。

一 自己の事業に

関するもの

二 美観風致を害

さないもの

三 １事業所当た

り、２箇所以内

となること

四 広告塔、立看

板、その他これ

らに類するもの

は道路境界線よ

り１メートル以

上離すものとす

る

五 建築物の壁面

より突出する広

告物は、高さ 10

メートル以下の

部分で１建築物

当たり１箇所に

限る

六 建築物の屋上

又は屋根を利用

しないもの

り、３箇所以内

となること

四 建築物の壁面

より突出しない

もの

五 建築物の屋上

又は屋根を利用

しないもの

かき又は

さくの構

造の制限

道路に面する宅地部分の、かき又はさくの

構造は次の各号に掲げるものとする。

ただし、宅地地盤面より高さ 60センチメ

ートル以下の腰積みを併設することを妨げ

ない。

一 生垣

二 竹垣

三 透視可能なフェンス等と植栽を組合

せたもの

―

道路に面する宅地

部分の、かき又はさ

くの構造は次の各号

に掲げるものとす

る。

ただし、宅地地盤

面より高さ60センチ

メートル以下の腰積

みを併設することを

妨げない。

一 生垣

二 竹垣

三 透視可能なフ

ェンス等と植栽

を組合せたもの

道路に面する宅地部分の、かき又はさくの

構造は次の各号に掲げるものとする。

一 生垣

二 竹垣

三 透視可能なフェンス等と植栽を組合

せたもの

― ―

道路に面する宅地

部分の、かき又はさ

くの構造は次の各号

に掲げる以外のもの

とする。

一 コンクリート

ブロック造

二 石造

三 レンガ造

四 その他前各号

に類するもの

土地利用の制限 計画図で示す地区計画区域界の緑地を保全する。

ただし、公益上必要な建築物で特に市長が必要と認める場合は適用しない。

「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

木津川台地区整備計画

現 地 区 計 画



木津川台地区整備計画

地

区

整

備

計

画

地区の

区分
名 称 住宅地ゾーン（Ａ） 住宅地ゾーン（Ｂ） 住宅地ゾーン（Ｃ） 住宅地ゾーン（Ｄ） 文教厚生ゾーン（Ｇ） 文教厚生ゾーン（Ｈ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｅ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｆ） 文化学術研究ゾーン

面 積 約５７．５ｈａ 約 ４．２ｈａ 約 ３．２ｈａ 約 ６．７ｈａ 約１０．３ｈａ 約３．４ｈａ 約 ３．１ｈａ 約 ３．５ｈａ 約３８．３ｈａ

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等

の用途の

制限

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物

１ 戸建専用住宅

２ 戸建住宅で、延

べ面積の２分の１

以上を居住の用に

供し、かつ、建築

基準法施行令第

130 条の３で定め

る用途を兼ねるも

の（これらの用途

に供する部分の床

面積の合計が50平

方メートルを超え

るものを除く。）

３ 戸建住宅で、診

療所（患者の収容

施設を有するもの

を除く。）の用途を

兼ねるもの

４ 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する公益

上必要な建築物

で、建築基準法施

行令第 130 条の４

で定めるもの

５ 集会所

６ 前各項の建築物

に附属するもの

（畜舎を除く。）

建築してはならな

い建築物

１ 共同住宅、寄宿

舎、下宿

２ 幼稚園、小学校、

中学校、高等学校

３ 大学、高等専門

学校、専修学校、

各種学校

４ 神社、寺院、教

会その他これらに

類するもの

５ 老人ホーム、福

祉ホーム、老人福

祉センター、児童

厚生施設、保育所

６ 公衆浴場

７ 診療所（住宅と

の兼用で、患者の

収容施設を有さな

いものを除く。）

８ 病院

９ 店舗、飲食店、

事務所及び工場

（住宅との兼用は

除く。）

10 附属畜舎

11 単独自動車車庫

（50 平方メートル

以下のものは除

く。）

建築してはならな

い建築物

１ 神社、寺院、教

会その他これらに

類するもの

２ 小学校、中学校、

高等学校

３ 図書館

４ 附属畜舎

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物

１ 共同住宅

２ 併用共同住宅

で、次の条件をす

べて満たすもの

一 延べ面積の２

分の１以上を居

住の用に供する

もの

二 事務所、店舗

その他これらに

類する用途に供

する部分が１階

以下にあるもの

三 事務所、店舗

その他これらに

類する用途に供

する部分が 500

平方メートル未

満のもの

３ 集会所その他こ

れに類するもの

４ 自動車車庫

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物

１ 幼稚園、小学校、

中学校

２ 保育所

３ 前２項の建築物

に附属するもの

４ 都市公園法第２

条第２項に規定す

る公園施設

建築してはならな

い建築物は、次の各

項に掲げる建築物以

外の建築物

１ 幼稚園、小学校、

中学校、高等学校

２ 各種学校（ただ

し、前項の機能に

類する教育機関に

限る。）

３ 保育所

４ 前３項の建築物

に附属するもの

建築してはならない建築物

１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの

２ 自動車教習所

３ 15 平方メートルを超える畜舎

４ 小学校、中学校、高等学校、大学、高等

専門学校

―

建築物の

延べ面積

の敷地面

積に対す

る割合の

最高限度

―

１０

―

１０

６

―

１０

― ― ― ― ― ―

建築物の

建築面積

の敷地面

積に対す

る割合の

最高限度

―

５

―

１０

４

―

１０

― ― ― ― ― ―

建築物の

敷地面積

の最低限

度

２００平方メートル ― ― ― ― ―
―

変 更 案



木津川台地区整備計画

地

区

整

備

計

画

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

名 称 住宅地ゾーン（Ａ） 住宅地ゾーン（Ｂ） 住宅地ゾーン（Ｃ） 住宅地ゾーン（Ｄ） 文教厚生ゾーン(Ｇ) 文教厚生ゾーン(Ｈ) 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｅ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｆ） 文化学術研究ゾーン

壁面の位

置の制限

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下

「外壁等」という。）の面から敷地境界線

までの距離は、１メートル以上とする。

ただし、主たる道路に面する側にあって

は、1.5 メートル以上とする。

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該

当する場合は、適用しない。

一 前項の距離に満たない部分の外壁等

の中心線の長さの合計が３メートル以

下であるとき。

二 物置その他これに類する用途に供し、

軒の高さが 2.3 メートル以下で、かつ、

床面積の合計が５平方メートル以内で

あるとき。

三 自動車車庫で軒の高さが 2.3 メート

ル以下であるとき。
―

１ 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱（以下「外

壁等」という。）の面か

ら敷地境界線までの距

離は、１メートル以上

とする。

ただし、主たる道路

に面する側にあって

は、1.5 メートル以上と

する。

２ 前項の規定は、次の

各号のいずれかに該当

する場合は、適用しな

い。

一 前項の距離に満た

ない部分の外壁等の

中心線の長さの合計

が３メートル以下で

あるとき。

二 物置その他これに

類する用途に供し、

軒の高さが 2.3 メー

トル以下で、かつ、

床面積の合計が５平

方メートル以内であ

るとき。

三 自動車車庫で軒の

高さが 2.3 メートル

以下であるとき。

― ―

建築物の外壁又は

これに代わる柱の面

から敷地境界線まで

の距離は、１メート

ル以上とする。

建築物の外壁又は

これに代わる柱の面

から敷地境界線まで

の距離は、１メート

ル以上とする。

ただし、主たる道

路に面する側にあっ

ては、1.5 メートル

以上とする。

なお、地盤面下の

部分又は公共の用に

供する歩行者デッキ

等については、この

限りでない。

１ 建築物の外壁

又はこれに代わ

る柱の面から敷

地境界線までの

距離は、５メート

ル以上とする。

ただし、幅員 16

メートル以上の道

路に面する側にあ

っては、10 メート

ル以上とする。

２ 門の外面から道

路境界線までの距

離は、幅員 16メー

トル以上の道路に

あっては５メート

ル以上、その他の

道路にあっては３

メートル以上とす

る。

建築物等

の高さの

最高限度

― １０メートル ― ― ― ― ― ― ―

建築物等

の形態又

は意匠の

制限

（続く）

― ― ―

１ 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の色彩

は、周辺環境になじむ

色調とする。

２ 駐車場、駐輪場及び

住宅の用に供する建築

物は、周辺環境を配慮

した形状とし、建物と

の連続性と調和を図る

よう配慮する。

３ 敷地内に設置するこ

とができる広告物は、

木津川市屋外広告物施

― ―

敷地内に設置することができる広告物

は、木津川市屋外広告物施行規則第７条に

定める基準に該当し、かつ、次の条件をす

べて満たすものとする。

一 自己の事業に関するもの

二 美観風致を害さないもの

三 １事業所当たり２か所以内となるこ

と。

四 建築物の壁面から突出する広告物

は、高さ 10 メートル以下の部分に限

る。

五 建築物の屋上又は屋根を利用しない

もの

敷地内に設置する

ことができる広告物

は、木津川市屋外広

告物施行規則第７条

に定める基準に該当

し、かつ、次の条件

をすべて満たすもの

とする。

一 自己の事業に

関するもの

二 美観風致を害

さないもの

三 １事業所当た

変 更 案



理 由

本都市計画は、関係法令の改正に伴う用語の整理を行うため、木津川台地区計画の変更を行うものである。

地

区

整

備

計

画

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

名 称 住宅地ゾーン（Ａ） 住宅地ゾーン（Ｂ） 住宅地ゾーン（Ｃ） 住宅地ゾーン（Ｄ） 文教厚生ゾーン（Ｇ） 文教厚生ゾーン（Ｈ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｅ） 近隣ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ（Ｆ） 文化学術研究ゾーン

（続き） 行規則第７条に定

める基準に該当し、

かつ、次の条件をす

べて満たすものと

する。

一 自己の事業に

関するもの

二 美観風致を害

さないもの

三 １事業所当た

り２か所以内と

なること。

四 広告塔、立看

板その他これら

に類するものは

道路境界線から

１メートル以上

離すものとす

る。

五 建築物の壁面

から突出する広

告物は、高さ 10

メートル以下の

部分で１建築物

当たり１か所に

限る。

六 建築物の屋上

又は屋根を利用

しないもの

り３か所以内と

なること。

四 建築物の壁面

から突出しない

もの

五 建築物の屋上

又は屋根を利用

しないもの

垣又は柵

の構造の

制限

道路に面する宅地部分の垣又は柵の構造

は、次に掲げるものとする。

ただし、宅地地盤面から高さ 60センチメ

ートル以下の腰積みを併設することを妨げ

ない。

一 生垣

二 竹垣

三 透視可能なフェンス等と植栽を組み

合わせたもの

―

道路に面する宅地

部分の垣又は柵の構

造は、次に掲げるも

のとする。

ただし、宅地地盤

面から高さ60センチ

メートル以下の腰積

みを併設することを

妨げない。

一 生垣

二 竹垣

三 透視可能なフ

ェンス等と植栽

を組み合わせた

もの

道路に面する宅地部分の垣又は柵の構造

は、次に掲げるものとする。

一 生垣

二 竹垣

三 透視可能なフェンス等と植栽を組み

合わせたもの

― ―

道路に面する宅地

部分の垣又は柵の構

造は、次の各号のい

ずれにも該当しない

ものとする。

一 コンクリート

ブロック造

二 石造

三 レンガ造

四 その他前三号

に類するもの

土地利用の制限 計画図で示す地区計画区域界の緑地を保全する。

ただし、公益上必要な建築物で特に市長が必要と認める場合は適用しない。

「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

木津川台地区整備計画
変 更 案


